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６ 競争政策上の考え方

（３）将来的な端末の下取りや同じプログラムへの加入等を前提としたプログラム（い

わゆる「４年縛り」）

４年縛りのプログラムは，負担なくプログラムの解約等を行うことができる期間

がなく，一度これを選択してしまうと，端末下取り及び同プログラムの再契約以外

の選択をしようと考えても，端末が高額になるほど消費者にとってその際の実質

的な負担が大きい。同プログラムが，消費者の契約変更を断念させることで消費者

の選択権を事実上奪うものと判断される場合であって，他の事業者の事業活動を

困難にさせるときには独占禁止法上問題となるおそれがある（私的独占，取引妨害

等）。

また，４年縛りは，あたかも端末を半額で購入できるかのような印象を与えるこ

とも懸念され，４年縛りのプログラムの表示の仕方や，店舗での実際の説明の仕方

によっては，消費者がプログラムのメリット・デメリットを十分に理解しないまま

に契約してしまう可能性があることから，その表示や説明の内容・方法によっては，

他の事業者に係るものよりも著しく有利であると消費者を誤認させ不当に誘引す

る場合には，景品表示法上問題となるおそれがある。
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